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一般社団法人三鷹市サッカー協会 

社員総会議案書 
令和７年５月３１日(土)１４:００ – 三鷹駅前コミュニティー・センター 

 

 

議事次第 
 

1. 開会宣言 

 

2. 出席確認 

 

3. 大会成立宣言 

 

4. 議案審議 

 議案第１号 令和６年度事業報告（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで） 

 議案第２号 令和６年度収支決算（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで） 

 議案第３号 令和７年度事業計画（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで） 

 議案第４号 役員の選任 

 議案第５号 定款変更 

 議案第６号 役員報酬額変更 

 議案第７号 令和７年度収支予算（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで） 

 

5. (一社)三鷹市サッカー協会 令和７年度 役員及び担当 

 

6. その他報告事項 

 

7. 閉会 
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議案第１号 

令和 6年度事業報告書 

（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで） 

 

一般社団法人 三鷹市サッカー協会 

 

１ 事業実施の方針 

三鷹市のサッカー界を統括し代表する団体として、三鷹市においてサッカーの普及と発展、競技力の向上に関する事業を

行った。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 非営利活動に係る事業 

事 業 名 事 業 内 容 実施日時 実施場所 
従事者 

の人数 

受益対象者の

範囲及び数 

支出額 

(千円) 

①   

各種サッカーに

係わる競技会

の開催及び運

営 

三鷹市 

サッカーリーグ 一般 

令和 6 年 4 月

～令和 7 年 3

月 

大沢総合 

グラウンド 
7 名 650 名 

1,182 

三鷹市 

サッカーリーグ 壮年 

令和 6 年 4 月

～令和 7 年 3

月 

大沢総合 

グラウンド 
7 名 600 名 

三鷹市サッカーリー

グ 女子 

令和 6 年 4 月

～令和 7 年 3

月 

大沢総合 

グラウンド 
7 名 180 名 

多摩シニア 60 

リーグ 

令和 6 年 4 月

～令和 7 年 3

月 

大沢総合 

グラウンド 
7 名 270 名 

フットサル 

One Day Match 

令和 6 年 

4 月 20 日 

5 月 11・25 日 

6 月 15 日 

7 月 13・20 日 

9 月 14 日 

10 月 5・19 日 

11 月 16 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

7 名 520 名 
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令和 7 年 

3 月 1・15・22

日 

ソサイチ 

One Day Match 

令和 6 年 

8 月 3 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

7 名 80 名 

②   

各種サッカーに

係わる指導及

び普及活動 

FC 東京 夏休み

小学生・大人のサッ

カー教室 

令和 6 年 

7 月 22 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

3 名 100 名 

205 

FC 東京 小学生・

大人のサッカー教室 

令和 7 年 

1 月 13 日 

大沢総合 

グラウンド 
3 名 100 名 

JFA 

ミニグラスルーツ 

フェスティバル 

令和 6 年 

5 月 25 日 

大沢総合 

グラウンド 
3 名 50 名 

JFA 

ファミリーフットサル 

フェスティバル 

令和 6 年 

8 月 3 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

3 名 100 名 

JFA 

ウォーキングフットボ

ールコーディネーター

講習会 in 三鷹 

令和 6 年 

8 月 31 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

3 名 20 名 

③   

三鷹市を代表

するチームの役

員及び選手の

選定並びに派

遣 

都民体育大会 

サッカー競技 

令和 6 年 

4 月～6 月 

駒沢第 2 球

技場他 
4 名 20 名 

675 

東京都区市町 

サッカー選手権 

大会 

令和 6 年 

6 月～8 月 

清瀬内山運

動公園サッカ

ー場他 

4 名 20 名 

スポーツフェスティバ

ル東京 

サッカー競技 

令和 6 年 

11 月 17 日・

24 日 

駒沢第 2 球

技場他 
4 名 50 名 

三多摩クラブサッカ

ー選手権 

大会 

令和 7 年 

2 月～3 月 

大沢総合 

グラウンド他 
4 名 20 名 
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三多摩シニア男子

(O-40)、女子大

会 

令和 7 年 

2 月～3 月 

大沢総合 

グラウンド他 
4 名 40 名 

三多摩シニア男子

(O-50)、女子

（O-35） 

大会 

令和 7 年 

2 月～3 月 

大沢総合 

グラウンド他 
4 名 40 名 

三多摩シニア男子

(O-60) 

大会 

令和 7 年 

2 月～3 月 

大沢総合 

グラウンド他 
4 名 20 名 

④   

各種サッカーの

試合又は競技

会の運営受託 

市民スポーツ祭スポ

ーツ大会 

サッカー競技 

令和 7 年 

10 月～12 月 

大沢総合 

グラウンド 
7 名 1,650 名 

451 

市民スポーツ祭スポ

ーツ大会 

フットサル競技 

令和 6 年 

12 月 14 日、

令和 7 年 

1 月 18・25 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

7 名 120 名 

⑤   

各種サッカー

競技場を含む

スポーツ施設

の整備促進及

び管理運営 

三鷹市体育施設

（グラウンド、体育

館等）の改善要

望および 

利用の調整等 

適宜 
三鷹市役所

さんさん館等 
7 名 市民等 1 

⑥   

各種サッカー

選手、加盟チ

ーム、指導者

及び審判員の

登録 

三鷹市 

サッカーリーグ等 
適宜 オンライン 3 名 

各種大会 

参加者等 
170 

⑦   

各種サッカーの

指導者、審判

4 級審判資格 

取得講習会 

令和 6 年 

8 月 17 日 
大成高校 1 名 30 名 22 
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員の養成及び

育成並びに派

遣 

審判研修会 適宜 
大沢総合 

グラウンド他 
2 名 

各種大会 

参加者等 

各種大会への 

審判員派遣 
適宜 

大沢総合 

グラウンド他 
2 名 5 名 

⑧   

本法人と他の

地域のサッカー

団体及び他競

技団体との交

流並びに親睦 

FC 東京 

ホームタウン 

フェスティバル 

近隣 6 市 

サッカー交流試合 

令和 6 年 

4 月 21 日 

府中郷土の

森サッカー場 
7 名 20 名 150 

⑨   

三鷹市内にお

ける各種サッカ

ー活動に携わ

る個人及び団

体への支援と

連携 

三鷹市内の 

高校に対する支援 
適宜 大成高校等 2 名 

市内高校サッ

カー部員 
177 

⑩     

その他、この法

人の目的を達

成するために

必要な事業 

2025 年度の 

事業に向けた準備 
適宜 

三鷹市役所 

さんさん館等 
7 名 市民等 590 

 

以上 
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議案第２号 
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上記の通り、令和6年度の収支決算報告をいたします。 

令和7年5月15日 

財務 久保田 康嗣  

 

上記監査の結果、正当であることを認めます。 

令和7年5月15日 

監事 笠野 めぐみ  

以上 
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議案第３号 

令和 7度事業計画書 

（令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで） 

 

一般社団法人 三鷹市サッカー協会 

 

１ 事業実施の方針 

三鷹市のサッカー界を統括し代表する団体として、三鷹市においてサッカーの普及と発展、競技力の向上に関する事業を

行う。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 非営利活動に係る事業 

事 業 名 事 業 内 容 
実施予定 

日時 

実施予定 

場所 

従事者 

の予定 

人数 

受益対象者の

範囲及び予定

人数 

支 出 

見込額 

(千円) 

①   

各種サッカーに

係わる競技会

の開催及び運

営 

三鷹市 

サッカーリーグ 一般 

令和 7 年 4 月

～令和 8 年 3

月 

大沢総合 

大沢野川 

グラウンド 

7 名 650 名 

1,042 

三鷹市 

サッカーリーグ 壮年 

令和 7 年 4 月

～令和 8 年 3

月 

大沢総合 

大沢野川 

グラウンド 

7 名 870 名 

三鷹市 

レディースリーグ 

令和 7 年 4 月

～令和 8 年 3

月 

大沢総合 

大沢野川 

グラウンド 

7 名 180 名 

フットサル 

One Day Match 

令和 7 年 

9 月 27 日 

10 月 4・18・

25 日 

6 月 15 日 

11 月 1・29 日 

12 月 20 日 

令和 8 年 

1 月 24 日 

2 月 7・14 日 

3 月 7・14 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

7 名 520 名 



10 

 

 INTERNAL USE ONLY 

ソサイチ 

One Day Match 

令和 7 年 

8 月 30 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

7 名 80 名 

②   

各種サッカーに

係わる指導及

び普及活動 

FC 東京 夏休み

小学生・大人のサッ

カー教室 

令和 7 年 

8 月 2 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

3 名 100 名 

155 

FC 東京 小学生・

大人のサッカー教室 

令和 8 年 

1 月 12 日 

大沢総合 

多目的広場 
3 名 100 名 

JFA 

ミニグラスルーツ 

フェスティバル 

令和 7 年 

5 月 24 日 

大沢総合 

グラウンド 
3 名 50 名 

JFA 

ファミリーフットサル 

フェスティバル 

令和 7 年 

8 月 30 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

3 名 100 名 

三鷹市ジュニア 

フットサル大会 

令和 7 年 

7 月 12 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

7 名 100 名 

三鷹市シニア 

フットサル大会 

令和 7 年 

7 月 12 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

7 名 60 名 

③   

三鷹市を代表

するチームの役

員及び選手の

選定並びに派

遣 

都民体育大会 

サッカー競技 

令和 7 年 

4 月～6 月 

駒沢第 2 球

技場他 
4 名 20 名 

645 

東京都区市町 

サッカー選手権 

大会 

令和 7 年 

6 月～8 月 

清瀬内山運

動公園サッカ

ー場他 

4 名 20 名 

スポーツフェスティバ

ル東京 

サッカー競技 

令和 7 年 

9 月 

駒沢第 2 球

技場他 
4 名 50 名 

三多摩クラブサッカ

ー選手権 

大会 

令和 8 年 

2 月～3 月 
未定 4 名 20 名 
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三多摩シニア男子

(O-40)、女子大

会 

令和 8 年 

2 月～3 月 
未定 4 名 40 名 

三多摩シニア男子

(O-50)、女子

（O-35） 

大会 

令和 8 年 

2 月～3 月 
未定 4 名 40 名 

三多摩シニア男子

(O-60) 

大会 

令和 8 年 

2 月～3 月 
未定 4 名 40 名 

三多摩シニア男子

(O-70) 

大会 

令和 8 年 

2 月～3 月 
未定 4 名 40 名 

④   

各種サッカーの

試合又は競技

会の運営受託 

市民スポーツ祭 

サッカー競技 

令和 7 年 

9 月～11 月 

大沢野川 

グラウンド 

SUBARU 

総合スポーツ 

センター 

7 名 1,650 名 

351 

市民スポーツ祭 

フットサル競技 

令和 7 年 

12 月 13 日、

令和 8 年 

1 月 17・31 日 

2 月 28 日 

SUBARU 

総合スポーツ

センター 

7 名 120 名 

⑤   

各種サッカー

競技場を含む

スポーツ施設

の整備促進及

び管理運営 

三鷹市体育施設

（グラウンド、体育

館等）の改善要

望および 

利用の調整等 

適宜 
三鷹市役所 

さんさん館等 
7 名 市民等 220 

⑥   

各種サッカー

選手、加盟チ

ーム、指導者

及び審判員の

登録 

三鷹市 

サッカーリーグ等 
適宜 オンライン 3 名 

各種大会 

参加者等 
167 
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⑦   

各種サッカーの

指導者、審判

員の養成及び

育成並びに派

遣 

4 級審判資格 

取得講習会 
未定 大成高校 2 名 30 名 

22 審判研修会 適宜 
大沢総合 

グラウンド他 
2 名 

各種大会 

参加者等 

各種大会への 

審判員派遣 
適宜 

大沢総合 

グラウンド他 
2 名 5 名 

⑧   

本法人と他の

地域のサッカー

団体及び他競

技団体との交

流並びに親睦 

FC 東京 

ホームタウン 

フェスティバル 

近隣 6 市 

サッカー交流試合 

令和 7 年 

4 月 20 日 

調布市西町

サッカー場 
7 名 20 名 40 

⑨   

三鷹市内にお

ける各種サッカ

ー活動に携わ

る個人及び団

体への支援と

連携 

三鷹市内の 

高校に対する支援 
適宜 大成高校等 2 名 

市内高校サッ

カー部員 
177 

⑩    

その他、この法

人の目的を達

成するために

必要な事業 

令和 8 年度の 

事業に向けた準備 
適宜 

三鷹市役所 

さんさん館等 
7 名 市民等 590 

 

以上 
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議案第４号 

役員の選任 

 

定款 第１２条（3）に基づき、以下の役員について選任の決議を行います。 

 

理事（候補） 

井上 徹（イノウエ トオル） 

昭和41年12月4日生（58歳） 

東京都練馬区豊玉南 

令和7年5月24日入会（正会員） 

 

以上 
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議案第５号 

定款変更 

 

定款 第１２条（6）に基づき、定款の変更について決議を行います。 

 

現行 改定 備考 

（社員総会の議長） 

第１５条 社員総会の議長は、当該

社員総会において出席社員より会長

が選出する。 

（社員総会の議長） 

第１５条 社員総会の議長は、会長

とする。 

   ２  会長が欠けたとき、また事

故があるときは、業務執行理事のうち

から理事会が指名した役員が総会の

議長を務める。 

総会議長の明確化 

（役員の設置） 

第２０条 この法人に、次の役員を

置く。 

（１） 理事 ３名以上３０名以

内 

（２） 監事 １名以上３名以内 

２ 理事のうち1名を会長とし、必要

に応じて副会長、専務理事及び常務

理事を若干名置くことができる。 

３ 前項の会長を一般法人法上の

代表理事とする。 

４ 代表理事以外の理事のうち１０

名以内を業務執行理事とすることが

できる。 

 

 

（役員の設置） 

第２０条 この法人に、次の役員を

置く。 

（１） 理事 ３名以上３０名以

内 

（２） 監事 １名以上３名以内 

２ 理事のうち1名を一般法人法の

代表理事とし、必要に応じて専務理

事及び常務理事を若干名置くことが

できる。 

３ 前項の代表理事を会長とし、必

要に応じて専務理事のうち1名を理

事長、若干名を副会長、常務理事

のうち1名を事務局長、若干名を副

理事長とすることができる。 

４ 代表理事以外の理事のうち１０

名以内を業務執行理事とすることが

できる。 

役割を明確化するために理事長、副

会長、事務局長、副理事長設置 

を明文化 
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（役員の選任） 

第２１条 理事及び監事は、社員

総会の決議によって選任する。 

２ 会長、副会長、専務理事及び

常務理事並びに業務執行理事は、

理事会の決議によって理事の中から

選定する。 

 

（役員の選任） 

第２１条 理事及び監事は、社員総

会の決議によって選任する。 

２ 代表理事、専務理事及び常務理

事並びに業務執行理事は、理事会の

決議によって理事の中から選定する。 

会長を代表理事に置き換え、副

会長を専務理事にまとめる 

（理事の職務及び権限） 

第２２条 理事は、理事会を構成

し、法令及びこの定款で定めるところ

により職務を執行する。 

２ 会長は、法令及びこの定款で定

めるところにより、この法人を代表し、

その業務を執行し、業務執行理事

は、理事会において別に定めるところ

により、この法人の業務を分担執行

する。 

３ 会長及び業務執行理事は、毎

事業年度に４箇月を超える間隔で

２回以上、自己の職務の執行状況

を理事会に報告しなければならな

い。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長

に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、会長があらかじめ指名した順序

によって、その職務を代行する。 

（理事の職務及び権限） 

第２２条 理事は、理事会を構成し、

法令及びこの定款で定めるところにより

職務を執行する。 

２ 代表理事は、法令及びこの定款

で定めるところにより、この法人を代表

し、その業務を執行する。 

３ 専務理事及び常務理事は代表

理事を補佐し、代表理事に事故があ

るとき又は代表理事が欠けたときは、

代表理事があらかじめ指名した順序に

よって、その職務を代行する。 

４ 業務執行理事は、理事会におい

て別に定めるところにより、この法人の

業務を分担執行する。 

５ 代表理事、専務理事、常務理事

及び業務執行理事は、毎事業年度に

４箇月を超える間隔で２回以上、自

己の職務の執行状況を理事会に報

告しなければならない。 

会長を代表理事に置き換え、副

会長を専務理事にまとめる専務

理事、常務理事の職務・権限追

加 
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（役員の任期及び定年） 

第２４条 理事の任期は、選任後

２年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時社員総

会の終結のときまでとする。 

２ 監事の任期は、２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに

関する定時社員総会の終結のときま

でとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、任

期の満了前に退任した理事又は監

事の補欠として選任された理事又は

監事の任期は、前任者の任期の満

了するときまでとする。 

４ 増員により選任された理事の任

期は、他の在任理事の任期の満了

するときまでとする。 

５ 理事又は監事については、再任

を妨げない。 

６ 理事又は監事が第２０条に定

める定数に足りなくなるとき又は欠け

たときは、任期の満了又は辞任によ

り退任した後も、それぞれ新たに選任

された理事又は監事が就任するま

で、なお理事又は監事としての権利

義務を有する。 

７ 理事及び監事は、その就任時に

満７５歳未満でなければならない。 

（役員の任期及び定年） 

第２４条 理事の任期は、選任後２

年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時社員総会の終

結のときまでとする。 

２ 監事の任期は、２年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会の終結のときまでとす

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、任期

の満了前に退任した理事又は監事の

補欠として選任された理事又は監事

の任期は、前任者の任期の満了する

ときまでとする。 

４ 増員により選任された理事の任期

は、他の在任理事の任期の満了する

ときまでとする。 

５ 理事又は監事については、再任を

妨げない。 

６ 理事又は監事が第２０条に定め

る定数に足りなくなるとき又は欠けたと

きは、任期の満了又は辞任により退任

した後も、それぞれ新たに選任された

理事又は監事が就任するまで、なお

理事又は監事としての権利義務を有

する。 

７ 代表理事、専務理事及び監事

は、その就任時に満７５歳未満でな

ければならない。 

常務理事及び理事は、その就任時に

満７０歳未満でなければならない。 

更なる活性化とSDGSの観点か

ら常務理事及び理事の定年を７

０歳に引き下げる 
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（理事会の権限） 

第３１条 理事会は、この定款に別

に定める事項のほか、次の事項を決

議する。 

（１） 社員総会に付議すべき事

項 

（２） 社員総会で決議した事項

の執行に関する事項 

（３） 理事の職務の執行監督 

（４） 会長、副会長、専務理事

及び常務理事並びに業務執行理事

の選定及び解職 

（５） その他社員総会の決議を

要しない業務の執行に関する事項 

（理事会の権限） 

第３１条 理事会は、この定款に別に

定める事項のほか、次の事項を決議す

る。 

（１） 社員総会に付議すべき事項 

（２） 社員総会で決議した事項の

執行に関する事項 

（３） 理事の職務の執行監督 

（４） 代表理事、専務理事及び常

務理事並びに業務執行理事の選定

及び解職 

（５） その他社員総会の決議を要

しない業務の執行に関する事項 

会長を代表理事に置き換え、副

会長を専務理事にまとめる 

（理事会の開催） 

第３２条 理事会は、次に掲げる場

合に開催する。 

（１） 会長が必要と認めたとき 

（２） 理事総数の２分の１以上

から理事会の目的である事項及び

招集の理由を示し招集の請求があっ

たとき 

（３） 社員総数の５分の１以上

から理事会に対し、会議の目的であ

る事項及び招集の理由を示し招集

の請求があったとき 

（４） 監事が第２３条第２項第

3号の規定に基づいて招集するとき 

 

（理事会の開催） 

第３２条 理事会は、次に掲げる場

合に開催する。 

（１） 理事長が必要と認めたとき 

（２） 理事総数の２分の１以上か

ら理事会の目的である事項及び招集

の理由を示し招集の請求があったとき 

（３） 社員総数の５分の１以上か

ら理事会に対し、会議の目的である事

項及び招集の理由を示し招集の請求

があったとき 

（４） 監事が第２３条第２項第3

号の規定に基づいて招集するとき 

理事長権限追加 
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（理事会の招集） 

第３３条 理事会は、会長が招集

する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事

故があるときは、副会長が理事会を

招集する。 

３ 会長は前条第２号の規定による

請求があったときは、その日から３０

日以内に理事会を招集しなければ

ならない。 

４ 理事会を招集するときには、理

事会の日時、場所、目的及び審議

事項を記載した書面又は電磁的方

法により、開催日の５日前までに通

知しなければならない。 

（理事会の招集） 

第３３条 理事会は、理事長が招集

する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に

事故があるときは、副理事長が理事会

を招集する。 

３ 理事長は前条第２号の規定によ

る請求があったときは、その日から３０

日以内に理事会を招集しなければな

らない。 

４ 理事会を招集するときには、理事

会の日時、場所、目的及び審議事項

を記載した書面又は電磁的方法によ

り、開催日の５日前までに通知しなけ

ればならない。 

 

理事長権限追加 

（理事会の議長） 

第３４条 理事会の議長は、会長

もしくは会長が指名した副会長、専

務理事及び常務理事並びに業務執

行理事とする。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事

故があるときは、副会長が議長とな

る。 

（理事会の議長） 

第３４条 理事会の議長は、理事長

とする。 

２ 理事長が欠けたとき、また事故があ

ったときは、業務執行理事のうちから理

事会が指名した役員が理事会の議長

を務める。 

理事会議長の明確化 

以上 
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議案第６号 

役員報酬額変更 

 

定款 第１２条（４）に基づき、役員報酬の額の変更について決議を行います。 

 

役職名 現行（税抜） 改定（税抜） 

理事 20千円 10千円 

常務理事 30千円 変更なし 

専務理事 40千円 変更なし 

代表理事 50千円 変更なし 

監事（税理士資格あり） 30千円 変更なし 

監事（税理士資格なし） 20千円 10千円 

以上 
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議案第７号 
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(一社)三鷹市サッカー協会 令和７年度 役員及び担当  
 

令和 7 年度の役員人事は以下の通りとする。 

役職 氏名 担当 備考 

名誉会長 西村敏行  

 

前会長 

顧問 伊藤達也  

 

衆議院議員 

顧問 大金直樹  東京フットボールクラブ㈱ 

取締役会長 

代表理事 

会長 

壱岐俊一 総括  

専務理事 

副会長 

浜中昌之 規律委員会・財務委員会 

三鷹市スポーツ協会監事 

 

専務理事 

理事長 

伊藤正治 運営委員長・総務委員会 

(一社)三多摩サッカー連盟理事 

 

常務理事 

副理事長 

杉本春喜 総務委員長・運営委員会・普及委員会 

東京都、地区連盟、FC 東京担当 

 

常務理事 

事務局長 

工藤公一 事務局長 

運営委員会・総務委員会 

 

常務理事 

普及委員長 

斉藤誠一 普及委員長 

運営委員会 

 

常務理事 

財務委員長 

久保田康嗣 財務委員長 

総務委員会 

 

理事 

審判委員長 

酒井直彦 審判委員長  

理事 

技術委員長 

神田斉 技術委員長 

規律委員会 

 

理事 

フットサル委員長 

井上徹 フットサル委員長 令和 7 年度新任 

理事 

規律委員長 

本間俊夫 規律委員長 

運営委員会 

 

理事 斉藤真登香 財務委員会 

フットサル委員会 
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理事 野上美奈子 運営委員会 

普及委員会 

 

理事 佐々木雅治 運営委員会 

普及委員会 

 

理事 田辺俊彦 三鷹市スポーツ協会理事 

 

 

理事 小林大輔 審判委員会 

 

 

理事 師信久 フットサル委員会 

 

 

監事 笠野めぐみ  

 

税理士 

監事 梶本正平  

 

 

以上 

 


